
社会福祉法人上の原学園 役員等報酬及び費用に関する規定 

 

第１条 この規程は、社会福祉法人上の原学園 定款第８条及び第２１条の規定により、 

    役員等の報酬及び費用については、本規程の定めるところによる。 

 

第２条 理事長及び理事、監事、評議員の報酬等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬 

    を支給することができる。 

（１）常勤の理事長については、報酬を別表１、別表２のとおり支給することがで 

   きる。 

（２）非常勤理事長については、報酬を別表３のとおり支給する。 

（３）理事、監事は理事会参加１回につき日当１０，０００円を支給する。 

   非常勤、理事、監事も同じとする。 

（４）評議員は評議委員会参加１回につき日当１０，０００円を支給する。 

（５）監事が会計士、税理士法人等業務契約により選任されている場合、業務契約 

   内容により報酬を支給するものとする。 

（６）その他、非常勤役員の報酬は、別紙４の場合のみ支給する。 

 

第３条 理事会、評議員会の交通費は開催場所に応じて、次のとおり支給することができる。 

（１）理事長、理事、監事 

   理事会の開催場所より３０キロ以内 ３，０００円 

３０キロ以上 ８，０００円 

（２）評議員 

   評議員会の開催場所より３０キロ以内 ３，０００円 

３０キロ以上 ８，０００円 

（３）職員給与を支給している役員等は給与規程第１５条における旅費規定にも 

   とづいて支給する。 

 

第４条 その他、日当及び旅費を支給する業務は、次の各号に定めるところによる。 

（１）監事による定期及び臨時監査 

（２）行政機関による監査の立会 

（３）役員等の研修会への参加及び他事業所への視察業務 

（４）その他理事長が必要と認めた業務 

 

 

 

 



第５条 前条に定める業務を行った役員等には、日当として日額５，０００円並びに旅費 

    ５，０００円を費用弁償行うものとする。 

    ただし、法人から給与の支払いを受けている者は理事長が必要な業務と認めない 

    限り支給しないものとする。 

 

第６条 選任委員は開催場所より３０キロ以内３，０００円、３０キロ８，０００円の交通 

    支給する。 

（１）選任委員は交通費以外の費用は１回開催につき参加費として５，０００円を

支給する。 

（２）法人から給与の支払いを受けているものは選任委員会が法人外部で開催さ

れた場合のみ交通費を支払うこととする。 

 

第７条 理事長の退職金は、辞任、死亡により退任した時、１任期につき別表４のとおりに

支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとす

る。 

 

 

第８条 法人の役員に対する報酬等の総額は、年度３千万円を超えないものとする。 

 

 

この規定は令和元年６月１５日から施行する。 

この規定は令和２年９月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

役職名  理事長  常勤の場合 月額 ６００，０００円以内 

          賞与 給与規程に準ずる 

 

別表２ 

役職名  理事長  職員給与を支給している場合 月額 ２００，０００円以内 

          賞与 給与規程に準ずる 

 

別表３ 

役職名  理事長  非常勤の場合 月額 ５００，０００円以内 

          賞与 

          報酬月額（１ヶ月）を６月３０日、１２月１０日の年２回支給する。 

          ＊ただし、他の法人より役員報酬や雇用関係にある者は８０％～ 

３０％以内 報酬、賞与とする。理事会にて承認を受けること。 

又は、理事会が承認すれば、報酬の辞退を申請することができる。 

（無報酬） 

別表４ 

役職名  理事長 １任期あたりの退職金額 ３，０００，０００円 

         ただし、理事長が退職金の減額、辞退を申請する場合は理事会の承認を

受けること 

別表５ 

非常勤役員   非常勤役員の報酬 

        医師、歯科医師又は弁護士のように高度で専門性の高い職業に従事して 

        いる者で理事会が法人運営の為に必要と判断した場合のみ、次のとおり 

支給することとする。 

 

月額 １００，０００円～４００，０００円以内 

賞与 

（１）非常勤役員の場合、賞与を支給しないものとする。 

（２）非常勤役員の報酬額支給は、理事会の承認を受けなければならない。 


